
事 務 連 絡 

令和３年４月６日 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

（その 40） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管

部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高

齢者医療主管課(部)あて通知するとともに、別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いい

たします。 

 

 

 



（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

 



事 務 連 絡 

令和３年４月６日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その40） 

 

 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び

施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏

のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。 

 

以上 

御中 



（別添） 

問１ A308 回復期リハビリテーション病棟入院料注４イの体制強化加算１について、新型

コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、専従医師に係る要件を満たせな

くなった場合、どのように考えれば良いか。 

（答）令和２年８月 31 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時

的な取扱いについて（その 26）」１の（２）①又は②に該当している期間については、

直ちに辞退の届出を行う必要はない。ただし、要件を満たしていない間、体制強化加算

１の算定は不可。 

 

問２ B001-3-2 ニコチン依存症管理料について、「禁煙治療のための標準手順書」（日本循

環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会）が改定され、第８版では、

「標準的な禁煙治療プログラム」に沿った禁煙治療において、当面の間、初回及び５回

目の診察についても、情報通信機器を用いた診療を実施してよいこととされたが、この

場合、どの点数により算定すればよいか。 

（答）新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、「禁煙治療のための標準手

順書」に沿って情報通信機器を用いた禁煙治療を実施した場合は、初回の診察について

は、B000 特定疾患療養管理料の２に規定する 147 点を、５回目の診察については、

B001-3-2 ニコチン依存症管理料の１ロ（２）に規定する 155 点を、それぞれ算定して

差し支えない。また、初回の診療から情報通信機器を用いた禁煙治療を実施した場合は、

B001-3-2 ニコチン依存症管理料の２に規定する 800 点を算定して差し支えない。 

なお、算定するに当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、情報通信機器を用いた診

察であること及び何回目の診察であるかを記載すること。 

 

問３ 問２について、「初回の診察については、B000 特定疾患療養管理料の２に規定する 147

点を、５回目の診察については B001-3-2 ニコチン依存症管理料の１ロ（２）に規定す

る 155 点を、それぞれ算定して差し支えない。」とあるが、このとき、基本診療料等は

別に算定できるか。 

（答）初回の診察について、B000 特定疾患療養管理料の２に規定する 147 点を算定した場

合については、A000 初診料の注２に規定する 214 点（他の疾患について当該保険医療

機関において初診があった場合には、A001 再診料の注９の規定による 73 点）を別に算

定できる。 

また、５回目の診察について、B001-3-2 ニコチン依存症管理料の１ロ（２）に規定

する 155 点を算定した場合には、A001 再診料、A002 外来診療料、C000 往診料、C001

在宅患者訪問診療料（Ⅰ）又は C001-2 在宅患者訪問診療料（Ⅱ）は別に算定できない。 

 


